
令和５年１０月 

 

お客さま各位 

 

 
 

インターネット保証サービスの機能追加等に関するお知らせ 

 

弊社では、インターネット保証サービスの機能追加等を別添１のとおり行い

ます。 

これに伴い、利用規約を１１月２０日付けで別添２のとおり一部改正します

ので、ご承知おきいただきますようお願い申し上げます。 

詳しくは、最寄りの弊社営業部・支店までお問い合わせください。 

 

 
以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別　添１





別 添２ 
 

インターネット保証サービス利用規約 新旧対照条文 

（下線は改正部分を示します。） 

現   行 改   正 

（サービスの内容） 

第１条 本規約において「インターネ

ット保証サービス」（以下、「本サー

ビス」という。）とは、次の各号に定

めるサービスの総称とします。 

①～③（略） 

④ 保証証書の電子交付サービス 

 

 

 

⑤（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（届出事項の変更） 

第９条 

（略） 

 

（手続内容の記録） 

第１０条  

（略） 

 

（利用者情報の取扱） 

第１１条 

（略） 

（解除等） 

（サービスの内容） 

第１条 本規約において「インターネ

ット保証サービス」（以下、「本サー

ビス」という。）とは、次の各号に定

めるサービスの総称とします。 

①～③（略） 

④ 保証証書及び保証料計算書（保証

料返還計算書、手数料通知書、手数

料返還計算書を含む。以下において

同じ。）の電子交付サービス 

⑤（略） 

 

（保証料計算書の電子交付サービス） 

第９条 

保証料計算書の電子交付サービスを

利用する場合、利用者は、当社が別

に定める方法、手順により、保証料

計算書の電子交付を受けるものとし

ます。 

 

（届出事項の変更） 

第１０条 

（略） 

 

（手続内容の記録） 

第１１条  

（略） 

 

（利用者情報の取扱） 

第１２条 

（略） 

（解除等） 



現   行 改   正 

第１２条 

（略） 

 

（規約等の変更） 

第１３条 

（略） 

 

（免責） 

第１４条 

（略） 

 

（準拠法） 

第１５条 

（略） 

 

（規定の準用） 

第１６条 

（略） 

 

（管轄裁判所） 

第１７条 

（略） 

 

附則 

この規約は２０２２年４月２５日か

ら実施する。 

 

 

第１３条 

（略） 

 

（規約等の変更） 

第１４条 

（略） 

 

（免責） 

第１５条 

（略） 

 

（準拠法） 

第１６条 

（略） 

 

（規定の準用） 

第１７条 

（略） 

 

（管轄裁判所） 

第１８条 

（略） 

 

附則 

この規約は２０２３年１１月２０日

から実施する。 

 
 


